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当市における振動に係る基準等を次のように定める。  

 （振動の規制地域）  

第１条 振動規制法（昭和５１年法律第６４号。以下「法」という。）第３

条第１項の規定により、振動を防止することにより住民の生活環境を保

全する必要があると認める地域は、騒音に係る基準等について（平成２

４年美濃加茂市告示第１７号。以下「告示」という。）第２条の表に定め

る地域とする。  

 （振動の規制基準）  

第２条 法第４条第１項の規定により、特定工場等において発生する振動

の規制基準を次のように定める。  

 区域の区分  昼間  夜間  

種別  該当地域  （ 午 前 ８

時 か ら 午

後 ７ 時 ま

で）  

（午後７

時から翌

日午前８

時まで）  

第１種区域  告示第２条の表に定める区域区分

（以下「区域区分」という。）が、

第１種区域及び第２種区域である

地域  

６ ０ デ シ

ベル  

５５デシ

ベル  

第２種区域  区域区分が、第３種区域及び第４

種区域である地域  

６ ５ デ シ

ベル  

６０デシ

ベル  

（省令別表第１付表第１号の規定による区域の指定）  

第３条 振動規制法施行規則（昭和５１年総理府令第５８号。以下「省令」



という。）別表第１付表第１号の規定により市長が指定する区域は、第１

条に規定する地域のうち次に掲げる地域とする。  

(1) 区域区分が第１種区域、第２種区域及び第３種区域である地域  

(2) 区域区分が第４種区域であって、次に掲げる施設の敷地の概ね８０

メートル以内の地域 

ア 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学校  

イ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第７条第１項に規定す

る保育所  

ウ 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第１項に規定す

る病院及び同条第２項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有

するもの  

エ 図書館法（昭和２５年法律第１１８号）第２条第１項に規定する

図書館  

オ 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第５条の３に規定する

特別養護老人ホーム  

（省令別表第２備考１の区域及び同表備考２の時間の指定）  

第４条 省令別表第２備考１の市長が定める区域は、次のとおりとする。 

(1) 第１種区域 指定地域のうち、区域区分が第１種区域及び第２種区

域である地域 

(2) 第２種区域 指定地域のうち、区域区分が第３種区域及び第４種区

域である地域  

２ 省令別表第２備考２の市長が定める時間は、次のとおりとする。  

(1) 昼間 午前８時から午後７時まで  

(2) 夜間 午後７時から翌日午前８時まで  


